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一
九
六
〇
年
の
日
米
安
全
保
障
条
約
改
定
に
際
し
た
い
わ
ゆ
る
「
核
持
ち
込
み
密
約
」
に
つ
い
て
の
政
府
の
認

識
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一
九
六
〇
年
の
日
米
安
全
保
障
条
約
改
定
時
に
核
兵
器
を
搭
載
し
た
米
軍
の
艦
船
や
航
空
機
が
我
が
国
に
立
ち
寄
る
こ
と
を

黙
認
す
る
と
し
た
い
わ
ゆ
る
核
持
ち
込
み
密
約
（
以
下
、
「
核
密
約
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
、
本
年
六
月
一
日
付
の
共
同
通
信

社
に
よ
る
配
信
記
事
を
受
け
た
新
聞
報
道
に
よ
る
と
、
外
務
省
事
務
次
官
ら
同
省
の
中
枢
幹
部
が
引
き
継
い
で
管
理
し
、
外
務

大
臣
で
は
な
く
官
僚
側
の
判
断
に
よ
っ
て
、
橋
本
龍
太
郎
、
小
渕
恵
三
両
元
内
閣
総
理
大
臣
ら
一
部
総
理
大
臣
、
外
務
大
臣
に

の
み
伝
え
て
い
た
と
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
一
九
九
〇
年
代
に
か
け
て
外
務
省
事
務
次
官
を
経
験
し
た
者
四
名
（
以
下
、
「
四

名
」
と
い
う
。
）
が
同
通
信
社
に
伝
え
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
本
年
六
月
二
十
九
日
付
の
毎
日
新
聞
一
面
に
は
、

一
九
八
七
年
七
月
に
外
務
省
事
務
次
官
に
就
任
し
た
村
田
良
平
氏
が
、
毎
日
新
聞
社
の
取
材
に
対
し
、
「
核
密
約
」
の
存
在
を

認
め
、
前
任
次
官
か
ら
文
書
で
引
き
継
ぎ
を
受
け
て
い
た
旨
答
え
て
い
る
。
更
に
、
本
年
七
月
八
日
付
の
毎
日
新
聞
一
面
に

は
、
一
九
七
四
年
十
一
月
の
当
時
の
フ
ォ
ー
ド
米
国
大
統
領
に
よ
る
訪
日
に
備
え
、
政
府
が
非
核
三
原
則
の
「
持
ち
込
ま
せ

ず
」
の
箇
所
を
修
正
し
、
米
国
の
核
艦
船
に
よ
る
我
が
国
へ
の
寄
港
を
公
式
に
認
め
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
た
こ
と
を
、
外
務

省
ア
メ
リ
カ
局
長
、
官
房
長
、
駐
米
国
特
命
全
権
大
使
等
を
歴
任
し
た
大
河
原
良
雄
氏
が
毎
日
新
聞
社
の
取
材
に
明
ら
か
に
し
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た
と
報
じ
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
様
な
流
れ
を
受
け
、
河
野
太
郎
衆
議
院
前
外
務
委
員
長
は
、
本
年
七
月
十
日
、

村
田
元
次
官
と
直
接
面
会
し
て
「
核
密
約
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
、
「
『
密
約
』
は
な
い
」
と
し
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
政

府
答
弁
の
変
更
を
、
衆
議
院
外
務
委
員
長
と
し
て
政
府
に
求
め
て
い
く
考
え
を
示
し
て
い
る
。
右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

外
務
省
は
過
去
の
答
弁
書
（
例
え
ば
内
閣
衆
質
一
六
六
第
九
号
、
一
六
八
第
二
二
六
号
、
一
七
一
第
四
七
九
号
、
五
五
四

号
、
五
八
〇
号
、
六
一
二
号
、
六
二
一
号
、
六
二
七
号
、
六
五
六
号
、
六
七
四
号
、
六
七
五
号
等
）
に
お
い
て
「
日
本
国
と

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第
六
号
。
以
下
「
日
米
安
保
条
約
」
と

い
う
。
）
の
下
で
の
核
兵
器
の
持
込
み
に
関
す
る
事
前
協
議
制
度
に
つ
い
て
の
日
米
間
の
合
意
は
、
日
米
安
保
条
約
第
六
条

の
実
施
に
関
す
る
交
換
公
文
及
び
い
わ
ゆ
る
藤
山
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
口
頭
了
解
が
す
べ
て
で
あ
り
、
秘
密
で
あ
る
と
否
と
を

問
わ
ず
こ
の
他
に
何
ら
か
の
取
決
め
が
あ
る
と
い
う
事
実
は
な
い
。
」
と
の
旨
答
弁
し
、
「
核
密
約
」
の
存
在
を
否
定
す
る

と
同
時
に
、
米
国
立
公
文
書
館
で
見
つ
か
っ
た
「
核
密
約
」
の
存
在
を
示
す
文
書
や
、
前
文
で
触
れ
た
元
外
務
次
官
の
証
言

等
に
つ
い
て
も
、
そ
の
内
容
を
確
認
す
る
必
要
は
な
い
と
の
旨
述
べ
て
き
た
。
「
核
密
約
」
の
有
無
に
つ
き
、
現
時
点
で
は

外
務
省
と
し
て
ど
の
様
な
見
解
を
有
し
て
い
る
か
説
明
さ
れ
た
い
。

二

藪
中
三
十
二
外
務
事
務
次
官
は
本
年
六
月
二
十
九
日
の
記
者
会
見
に
お
い
て
、
「
核
密
約
」
の
存
在
を
否
定
す
る
旨
述
べ
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て
い
る
が
、
現
時
点
に
お
い
て
も
右
の
認
識
に
変
化
は
な
い
か
。
藪
中
次
官
の
見
解
如
何
。

三

藪
中
次
官
は
本
年
八
月
二
十
四
日
の
記
者
会
見
に
お
い
て
、
「
核
密
約
」
に
絡
む
米
艦
船
の
核
持
ち
込
み
に
つ
い
て
「
昔

は
（
日
米
で
）
解
釈
の
違
い
に
つ
い
て
、
そ
の
時
々
の
話
は
あ
っ
た
。
か
つ
て
い
ろ
ん
な
や
り
と
り
が
あ
っ
た
」
旨
の
発
言

を
し
て
い
る
が
、
二
で
触
れ
た
六
月
二
十
九
日
の
記
者
会
見
に
お
け
る
発
言
と
比
較
し
、
こ
の
様
な
変
化
が
生
じ
た
の
は
な

ぜ
か
。
藪
中
次
官
の
具
体
的
か
つ
詳
細
な
説
明
を
求
め
る
。

四

三
の
藪
中
次
官
の
発
言
は
、
実
際
に
日
米
間
で
ど
の
様
な
や
り
取
り
が
あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
の
か
、
具
体
的
か
つ

詳
細
に
説
明
さ
れ
た
い
。

五

四
の
や
り
取
り
を
記
録
し
た
文
書
は
、
外
務
省
に
保
管
さ
れ
て
い
る
か
。

六

藤
�
一
郎
駐
米
大
使
が
、
一
九
九
九
年
、
外
務
省
北
米
局
長
の
任
に
あ
っ
た
際
、
「
核
密
約
」
に
関
す
る
文
書
を
廃
棄
し

た
と
い
う
事
実
は
あ
る
か
。
藤
�
大
使
本
人
に
確
認
を
し
た
上
で
、
同
時
に
、
当
該
確
認
作
業
を
行
っ
た
人
物
の
官
職
氏

名
、
行
っ
た
日
に
ち
、
場
所
、
方
法
を
明
ら
か
に
し
、
確
認
の
内
容
を
文
書
に
記
録
し
た
上
で
答
弁
す
る
こ
と
を
求
め
る
。

七

『
文
藝
春
秋
』
本
年
十
月
号
の
二
百
九
十
頁
か
ら
三
百
頁
に
か
け
て
、
か
つ
て
外
務
省
条
約
局
長
、
駐
オ
ラ
ン
ダ
大
使
を

務
め
た
東
郷
和
彦
氏
に
よ
る
「
核
密
約
『
赤
い
フ
ァ
イ
ル
』
は
ど
こ
へ
消
え
た
」
と
の
題
の
論
文
（
以
下
、
「
東
郷
論
文
」

三



と
い
う
。
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
外
務
省
は
右
を
読
み
、
そ
の
内
容
を
把
握
し
て
い
る
か
。

八

「
東
郷
論
文
」
の
二
百
九
十
五
頁
か
ら
二
百
九
十
六
頁
に
か
け
て
、
「
赤
フ
ァ
イ
ル
は
違
っ
て
い
た
。
安
保
条
約
の
運
営

に
つ
い
て
機
微
な
問
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
中
で
、
は
っ
き
り
と
量
が
多
か
っ
た
の
は
、
一
九
六
〇
年
安
保
条
約
締
結

の
際
に
結
ば
れ
た
と
言
わ
れ
る
、
核
持
ち
込
み
に
関
す
る
密
約
問
題
に
関
連
す
る
資
料
だ
っ
た
。
」
と
の
記
述
が
あ
る
が
、

右
記
述
は
事
実
を
反
映
し
て
い
る
か
。
東
郷
氏
が
外
務
省
条
約
局
長
の
任
に
就
い
て
い
た
一
九
九
九
年
当
時
、
局
長
室
の
中

に
赤
い
フ
ァ
イ
ル
に
ま
と
め
ら
れ
た
「
核
密
約
」
関
連
の
資
料
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
事
実
は
あ
る
か
。

九

「
東
郷
論
文
」
の
二
百
九
十
九
頁
に
、
「
と
こ
ろ
が
、
で
あ
る
。
本
件
密
約
に
つ
い
て
、
情
報
公
開
法
（
九
九
年
五
月
に

成
立
）
が
〇
一
年
四
月
に
施
行
さ
れ
る
前
に
、
当
時
の
外
務
省
幹
部
が
関
連
す
る
文
書
す
べ
て
を
廃
棄
し
た
と
い
う
驚
く
べ

き
報
道
が
現
れ
た
の
で
あ
る
（
朝
日
新
聞
、
二
〇
〇
九
年
七
月
十
日
付
で
報
道
）
。
」
と
の
記
述
が
あ
る
が
、
右
記
述
は
事

実
を
反
映
し
て
い
る
か
。
外
務
省
幹
部
が
、
「
核
密
約
」
に
関
す
る
資
料
を
、
情
報
公
開
法
が
施
行
さ
れ
る
前
に
廃
棄
し
た

と
い
う
事
実
は
あ
る
の
か
。

十

鳩
山
由
紀
夫
内
閣
と
し
て
、
「
核
密
約
」
を
徹
底
調
査
す
る
旨
、
内
閣
発
足
以
前
か
ら
表
明
し
て
い
た
と
承
知
す
る
。
ま

た
、
本
年
九
月
十
二
日
付
の
報
道
に
よ
る
と
、
鳩
山
内
閣
と
し
て
、
外
務
省
に
有
識
者
を
集
め
た
第
三
者
組
織
を
作
り
、
政

四



権
発
足
後
一
年
を
目
処
に
「
核
密
約
」
の
有
無
に
つ
い
て
結
論
を
出
す
べ
く
調
査
を
す
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
「
四
名
」

と
は
誰
か
を
明
ら
か
に
し
、
同
時
に
村
田
元
次
官
、
大
河
原
元
大
使
、
東
郷
元
局
長
ら
は
じ
め
「
核
密
約
」
の
存
在
を
明
言

し
て
い
る
外
務
省
元
幹
部
を
右
の
組
織
の
メ
ン
バ
ー
に
迎
え
る
こ
と
も
含
め
、
彼
ら
に
直
接
話
を
聞
く
考
え
は
あ
る
か
。

十
一

十
の
調
査
の
結
果
、
外
務
省
の
過
去
の
答
弁
に
虚
偽
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
、
鳩
山
総
理
と
し
て
、
誰

に
対
し
、
ど
の
様
な
処
分
を
下
す
考
え
で
い
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

十
二

十
の
調
査
の
結
果
、
外
務
省
の
過
去
の
答
弁
に
虚
偽
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
、
鳩
山
総
理
と
し
て
、
こ

れ
ま
で
同
省
が
「
核
密
約
」
に
つ
い
て
国
民
に
嘘
を
つ
い
て
き
た
こ
と
に
関
し
、
ど
の
様
な
説
明
を
し
、
同
時
に
、
嘘
を
つ

い
て
き
た
同
省
職
員
に
対
し
、
ど
の
様
な
処
分
を
下
す
考
え
で
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

五


